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欧文数字を入力

赫
郭

較
較
較
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較
較
較
較
較
較
較
較
較
較
較
較
較
較

　
２
０
１
１
年
８
月
　
日
１０

「
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に

関
す
る
法
律
」（
以
下
　
口
腔

保
健
法
）
が
公
布
・
施
行
さ

れ
た
。
推
進
す
る
基
本
的
事

項
と
し
て
第
二
条
に
こ
の
様

に
あ
る
。

　
 歯
科
口
腔
保
健
の
推
進

に
関
す
る
施
策
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
行

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
　
国
民
が
、
生
涯
に
わ

た
っ
て
日
常
生
活
に
お
い

て
歯
科
疾
患
の
予
防
に
向

け
た
取
組
を
行
う
と
と
も

に
、
歯
科
疾
患
を
早
期
に

発
見
し
、
早
期
に
治
療
を

受
け
る
こ
と
を
促
進
す
る

こ
と
。 

二
　
乳
幼
児
期
か
ら
高
齢
期

ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期

に
お
け
る
口
腔
と
そ
の
機

能
の
状
態
及
び
歯
科
疾
患

の
特
性
に
応
じ
て
、
適
切

か
つ
効
果
的
に
歯
科
口
腔

保
健
を
推
進
す
る
こ
と
。 

三
　
保
健
、
医
療
、
社
会
福

祉
、
労
働
衛
生
、
教
育
そ

の
他
の
関
連
施
策
の
有
機

的
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、

そ
の
関
係
者
の
協
力
を
得

て
、
総
合
的
に
歯
科
口
腔

保
健
を
推
進
す
る
こ
と
。

―
と
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
国
民
の
歯
科
疾

患
の
予
防
を
重
点
と
し
て
、

そ
れ
を
早
期
発
見
す
る
検
診

制
度
を
全
世
代
に
確
立
し
、

早
期
治
療
す
る
体
制
作
り
を

目
指
す
。
ま
た
、
そ
の
為
に

は
歯
科
分
野
の
み
で
な
く
医

科
と
の
連
携
、
介
護
関
連
、

保
育
育
児
、
教
育
関
係
、
職

場
、
保
健
所
な
ど
一
体
と

な
っ
て
取
り
組
む
必
要
を
述

べ
て
い
る
。
更
に
今
後
の
体

制
整
備
に
よ
り
、
実
際
に
達

成
す
べ
き
目
標
を
年
齢
（
世

代
）
区
分
に
よ
り
、
数
値
で

示
し
て
い
る
な
ど
が
取
り
上

げ
る
べ
き
点
で
あ
る
。

　
こ
の
口
腔
保
健
法
は
今
ま

で
自
民
党
よ
り
３
度
に
わ
た

り
提
出
さ
れ
た
が
、
当
時
野

党
で
あ
る
民
主
党
の
反
対
に

よ
り
、
廃
案
と
な
っ
た
経
緯

が
あ
る
。
今
回
民
主
党
政
権

下
で
可
決
承
認
さ
れ
た
と
い

う
稀
有
な
歴
史
を
持
つ
法
案

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
中
で
、
特
記
す
べ
き

事
項
と
し
て
は
、
国
民
の
関

心
事
で
あ
る
口
腔
が
ん
検

診
、
障
害
を
持
つ
人
々
、
在

宅
要
介
護
者
へ
の
歯
科
的
対

応
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
明

記
さ
れ
た
こ
と
等
が
あ
る
。

　
こ
の
法
案
、
あ
く
ま
で
も

理
念
法
で
あ
る
が
、
歯
科
医

師
に
と
っ
て
は
歯
・
口
腔
の

健
康
維
持
が
、
い
か
に
全
身

の
健
康
増
進
に
重
要
で
あ
る

か
国
民
の
理
解
を
得
る
こ

と
、
ま
た
歯
科
が
口
腔
の
健

康
維
持
増
進
に
ど
う
関
わ
る

か
を
法
律
に
よ
り
明
文
化
さ

れ
た
こ
と
等
、
意
義
は
大
き

い
。
今
後
は
こ
れ
ら
の
理
念

を
ど
う
実
行
し
て
い
く
か

（
施
策
の
具
現
化
、
具
体
的

実
行
案
）
が
、
今
後
の
大
き

な
問
題
で
あ
る
。

　
具
体
的
な
項
目
に
つ
い
て

は
次
回
よ
り
各
投
稿
者
よ
り

述
べ
ら
れ
る
と
思
う
が
、
日

本
弁
護
士
連
合
会
の
指
摘
す

る
、
子
ど
も
へ
の
フ
ッ
素
塗

布
、
飲
料
水
で
の
摂
取
な
ど

は
、
個
人
的
選
択
、
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
侵
害
に
当
た
る
と

し
、
削
除
を
求
め
て
い
る
事

等
、
検
討
す
べ
き
事
項
も
あ

る
。

　
ま
た
、
日
本
歯
科
医
師
会

よ
り
　
年
度
予
算
概
算
要
求

１３

に
「
口
腔
保
健
推
進
事
業
」

と
し
て
初
め
て
９
千
２
２
６

万
円
が
要
求
さ
れ
た
。
こ
れ

は
こ
の
口
腔
保
健
法
を
踏
ま

え
て
要
求
さ
れ
た
も
の
で
、

そ
の
意
味
で
は
今
後
の
同
法

の
具
体
化
に
向
け
て
大
き
な

一
歩
と
い
え
る
。

（
横
須
賀
市
・福

本
　
義
克
）

客

丘

虐

久
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法法法法法法法法法法
のののののののののの
概概概概概概概概概概

歯
科
口
腔
保
健
法
の
概
要要要要要要要要要要要

が
で
き
て
し
ま
う
危
険
性
が
つ

き
ま
と
う
こ
と
を
示
す
。

　
氏
は
、
厚
労
省
の
顔
色
を

窺
っ
て
医
療
を
行
う
の
は
、
本

来
の
医
師
の
姿
で
は
な
い
と
指

摘
。
医
師
の
人
権
・
自
治
権
を

ど
う
守
る
か
が
課
題
で
あ
る
と

強
調
し
た
。
そ
の
一
つ
と
し

て
、
指
導
時
の
弁
護
士
帯
同
・

録
音
は
強
大
な
権
限
を
有
す
る

行
政
機
関
の
行
き
過
ぎ
た
指
導

に
対
す
る
「
抑
止
力
」
と
し
て

有
効
で
あ
る
と
の
見
方
を
示
し

た
。

の
ほ
ぼ
全
て
を
厚
労
省
が
策
定

す
る
省
令
「
保
険
医
療
機
関
及

び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
」（
療

担
規
則
）
に
白
紙
委
任
し
て
い

る
点
だ
。
療
担
規
則
で
は
保
険

医
に
適
切
な
医
療
の
実
施
を
義

務
付
け
て
い
る
。
こ
の
療
担
規

則
を
立
法
府
の
定
め
る
法
律
で

は
な
く
行
政
が
定
め
る
省
令
と

し
て
規
定
す
る
こ
と
は
、
立
法

と
行
政
が
一
体
化
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
。

　
つ
ま
り
、
行
政
の
意
の
ま
ま

に
保
険
医
を
取
り
締
ま
る
こ
と

　
こ
こ
で
二
つ
の
問
題
点
が
あ

る
。
一
つ
は
健
康
保
険
法
上
不

適
切
と
判
断
さ
れ
た
保
険
医
の

行
為
が
そ
の
ま
ま
「
不
適
切
な

医
療
行
為
」
と
し
て
誤
解
さ
れ

が
ち
な
点
。
も
う
一
つ
は
、
健

康
保
険
法
が
そ
の
具
体
的
内
容

は
あ
る
が
、
指
導
は
任
意
の
ア

ド
バ
イ
ス
に
過
ぎ
ず
、
指
導
に

お
け
る
具
体
的
内
容
（
指
摘
事

項
や
自
主
返
還
要
求
）
に
従
う

義
務
は
な
い
と
解
釈
で
き
る
。

さ
ら
に
指
導
に
従
わ
な
か
っ
た

こ
と
に
よ
る
不
利
益
は
な
い
―

と
見
解
を
示
し
た
。

　
ま
た
氏
は
、「
そ
も
そ
も
医
師

を
取
り
巻
く
法
的
環
境
が
守
ら

れ
て
い
な
い
」
と
指
摘
。
医
師

法
上
は
医
師
の
実
施
す
る
医
療

行
為
に
制
約
は
無
い
も
の
の
、

保
険
医
で
あ
る
医
師
に
対
し
て

は
健
康
保
険
法
で
「
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
よ
り
、

健
康
保
険
の
診
療
に
当
た
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
旨
が

規
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

医
師
法
上
認
め
ら
れ
る
医
療
行

為
と
健
康
保
険
法
上
認
め
ら
れ

る
医
療
行
為
は
同
義
で
は
な
い

こ
と
に
な
る
。
事
実
上
、
医
師

と
保
険
医
は
イ
コ
ー
ル
で
あ

り
、
医
師
が
保
険
診
療
を
行
う

際
に
は
健
康
保
険
法
に
も
従
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
神
奈
川
協
会
を
含
む
保
団
連

関
東
信
越
ブ
ロ
ッ
ク
は
９
月
　１７

日
、
千
葉
県
市
川
市
内
に
て
指

導
監
査
対
策
担
当
者
会
議
を
開

催
。　
協
会
　
名
が
参
加
し
た
。

１０

６４

当
会
か
ら
は
、
指
導
監
査
対
策

委
員
会
の
入
澤
委
員
長
、
馬
場

副
委
員
長
、
宮
澤
・
須
加
各
委

員
、
小
賀
坂
弁
護
士
他
７
名
が

参
加
し
た
。

　
会
議
は
二
部
構
成
で
、
第
一

部
の
記
念
講
演
は
「
法
体
系
の

中
で
の
個
別
指
導
対
策
」
を

テ
ー
マ
に
浜
松
医
科
大
学
教
授

で
医
師
・
弁
護
士
の
ダ
ブ
ル
ラ

イ
セ
ン
ス
を
持
つ
大
磯
義
一
郎

氏
が
講
演
。
第
二
部
は
活
動
交

流
と
し
て
、
各
協
会
代
表
者
ら

が
地
元
の
指
導
対
策
等
を
紹
介

し
交
流
を
深
め
た
。

指
導
内
容
に

従
う
義
務
は
無
し

　「
保
険
医
に
は
行
政
の
個
別

指
導
内
容
に
従
う
義
務
は
な

い
」
―
。
記
念
講
演
で
大
磯
氏

は
こ
う
強
調
し
た
。

　
個
別
指
導
は
い
わ
ゆ
る
「
行

政
指
導
」
に
該
当
す
る
。
健
康

保
険
法
で
は
「
保
険
医
は
指
導

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
の
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
行
政
手
続
法
で
は
「
指

導
は
相
手
方
の
任
意
の
協
力
に

よ
っ
て
の
み
実
現
さ
れ
る
も

の
」、「
行
政
指
導
に
従
わ
な

か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

不
利
益
な
取
り
扱
い
を
し
て
は

な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
文
言
か
ら
、
保

険
医
に
は
指
導
を
受
け
る
義
務
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9
割
が「
意
義
あ
っ
た

9
割
が「
意
義
あ
っ
た
」」

指
導
監
査
対
策
担
当
者
会
議
を
開
催

　「
歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」、
お
よ
び
「
神
奈
川
県
歯
及
び

口
腔
の
健
康
づ
く
り
推
進
条
例
」
に
つ
い
て
、
地
域
医
療
対
策
部
で
は
、
以

降
５
回
に
亘
り
論
説
し
て
い
く
。

医
療
費
査
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
強
化

突
合
・
縦
覧
点
検
の
動
向

適
応
・
用
法
・
用
量
チ
ェ
ッ
ク

は
、
２
０
１
０
年
２
月
よ
り
始

ま
っ
て
お
り
、
同
年
　
月
診
療

１０

分
か
ら
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

チ
ェ
ッ
ク
を
さ
ら
に
強
化
し
、

診
療
行
為
と
病
名
（
適
応
が
明

確
化
さ
れ
て
い
る
も
の
）、医
薬

品
と
病
名
（
病
名
禁
忌
・
併
用

禁
忌
な
ど
）、検
査
か
ら
特
定
保

険
医
療
材
料
ま
で
が
審
査
対
象

と
さ
れ
て
い
た
。そ
し
て
今
回
、

き
い
自
治
体
に
対
し
て
交
付
さ

れ
る
現
状
に
触
れ
、「
コ
ス
ト
削

減
が
至
上
命
題
に
な
っ
て
い

る
」
と
指
摘
し
た
。

　
支
払
基
金
で
今
年
２
月
診
療

分
か
ら
始
ま
っ
た
突
合
・
縦
覧

点
検
は
、
今
後
国
保
連
合
会
で

も
実
施
が
検
討
さ
れ
て
い
る
と

し
、
医
療
機
関
、
調
剤
薬
局
へ

の
審
査
体
制
の
強
化
が
一
層
進

む
と
指
摘
し
た
。
特
に
、
薬
の

覧
点
検
が
強
化
で
き
る
背
景
を

説
明
し
た
。
特
に
、
健
保
組
合

（
△
４
千
３
億
円
）、協
会
け
ん

ぽ
（
△
５
千
５
８
８
億
円
）
の

多
額
な
赤
字
運
営
の
状
況
と
、

国
庫
補
助
金
が
、
被
保
険
者
一

人
あ
た
り
の
減
額
査
定
額
が
大

剤
師
）
が
講
師
を
務
め
た
。

審
査
体
制
が
強
化

　
堀
川
氏
は
は
じ
め
に
、
電
子

レ
セ
プ
ト
が
普
及
し
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
で
の
画
面
審
査
シ
ス

テ
ム
が
開
発
さ
れ
、
突
合
・
縦

　
横
須
賀
支
部
は
９
月
　
日
、

２５

横
須
賀
産
業
交
流
プ
ラ
ザ
で

「
ど
う
変
わ
っ
た
？
投
薬
審
査

―
薬
局
か
ら
見
た
処
方
箋
突
合

点
検
の
動
向
―
」
を
テ
ー
マ
に

研
究
会
を
開
催
。
金
沢
区
三
師

会
副
会
長
の
堀
川
壽
代
氏
（
薬

〝
予
防
の
た
め
〟
で
は
査
定
さ

れ
る
と
指
摘
。
さ
ら
に
、「
支
払

基
金
で
は
、
医
療
機
関
ご
と
に

審
査
記
録
を
残
し
て
お
り
、
状

況
に
よ
っ
て
、
不
正
請
求
と
し

て
指
導
・
監
査
へ
切
り
替
わ
る

危
険
が
あ
る
」
と
注
意
し
た
。

査
定
に
不
服
の
場
合
は
、
泣
き

寝
入
り
せ
ず
、
必
ず
再
請
求
す

べ
き
と
訴
え
た
。

り
発
行
さ
れ
た
調
剤
レ
セ
プ
ト

の
審
査
、⑤
傷
病
名
漏
れ
な
ど
、

以
上
５
点
に
つ
い
て
解
説
し

た
。
特
に
「
病
名
漏
れ
で
の
再

審
査
請
求
は
困
難
に
な
っ
て
い

る
」
と
レ
セ
プ
ト
提
出
前
の
再

確
認
を
促
し
た
。

　
ま
た
、
症
状
詳
記
と
レ
セ
プ

ト
の
矛
盾
・
乖
離
で
よ
く
あ
る

記
述
で
、〝
患
者
の
希
望
〟
や

容
か
ら
み
て
病
名
が
多
い
、
過

剰
診
療
、
傾
向
診
療
等
）
の
査

定
、
②
縦
覧
点
検
　
同
一
医
療

機
関
に
同
一
疾
病
の
患
者
で
２

カ
月
以
上
の
月
ま
た
ぎ
の
査
定

（
漫
然
と
し
た
長
期
の
診
療
内

容
な
ど
）、③
横
覧
点
検
　
同
一

患
者
で
複
数
の
医
療
機
関
を
受

診
す
る
患
者
、
④
突
合
点
検
　

レ
セ
プ
ト
と
そ
の
処
方
箋
に
よ

全
面
突
合
が
始
ま
っ
た
こ
と

で
、
よ
り
効
率
的
に
チ
ェ
ッ
ク

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
説

明
。

　
ま
た
、「
１
日
に
つ
き
」
及
び

「
同
一
月
内
」
の
条
件
で
、
算

定
要
件
を
点
検
す
る
シ
ス
テ
ム

が
実
施
さ
れ
、
包
括
等
の
算
定

要
件
に
対
す
る
適
合
性
の
審
査

な
ど
、供
串
刺
し
点
検
僑
が
可
能

に
な
っ
た
と
審
査
の
現
状
を
詳

述
し
た
。

泣
き
寝
入
り
せ
ず

再
審
査
請
求
を
！

　
続
い
て
、
査
定
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
と
し
て
、
①
単
月
点
検
　
同

一
条
件
で
の
レ
セ
プ
ト
を
提
出

し
て
い
る
医
療
機
関
（
１
件
あ

た
り
の
点
数
が
高
い
、
診
療
内

い
る
こ
と
も
紹
介
し
た
。

　
ま
た
神
奈
川
協
会
顧
問
弁
護

士
事
務
所
所
属
の
小
賀
坂
弁
護

士
は
「
弁
護
士
帯
同
な
ど
の
実

績
の
積
み
上
げ
が
重
要
だ
」
と

の
見
解
を
示
し
た
。

　
埼
玉
協
会
の
青
山
副
理
事
長

は
「
重
要
な
の
は
各
協
会
が
各

地
で
開
業
医
の
権
利
を
守
る
た

め
の
運
動
を
地
道
に
取
り
組

み
、
問
題
を
一
つ
一
つ
解
決
し

て
い
く
こ
と
だ
」
と
述
べ
た
。

の
指
導
計
画
で
は
、
医
科
個
別

指
導
件
数
は
前
年
度
よ
り
増

加
、
歯
科
は
前
年
度
同
様
指
導

大
綱
通
り
の
個
別
指
導
件
数

（
１
４
９
件
）を
実
施
す
る
予

定
で
あ
る
こ
と
や
、個
別
指
導

の「
再
指
導
率
」に
つ
い
て
言

及
。　
年
度
の
医
科
・
歯
科
と
も

１１
に
個
別
指
導
の
約
　
％
が
再
指

１９

導
に
な
っ
て
い
る
現
状
を
説
明

し
た
。加
え
て
、指
導
時
の
弁
護

士
帯
同
件
数
は
神
奈
川
で
も
着

実
に
増
え
て
お
り
、帯
同
し
た

会
員
の
実
に
９
割
が
帯
同
に
つ

い
て「
大
変
意
義
が
あ
っ
た
」、

「
意
義
が
あ
っ
た
」と
回
答
し
て

　
第
二
部
で
は
、
各
都
県
の
協

会
代
表
よ
り
指
導
対
策
の
取
り

組
み
を
紹
介
。
こ
の
間
、
協
会

の
取
り
組
み
に
よ
り
弁
護
士
帯

同
・
録
音
が
普
及
し
つ
つ
あ
る

こ
と
等
が
成
果
と
し
て
挙
げ
ら

れ
た
。
一
方
、
各
地
で
個
別
指

導
件
数
の
増
加
、
開
示
請
求
時

の
一
時
的
な
不
開
示
、
厚
生
局

地
方
事
務
局
で
の
懇
談
実
現
が

困
難
に
な
る
な
ど
、
全
国
的
に

指
導
強
化
・
不
透
明
化
が
進
ん

で
い
る
現
状
も
浮
き
彫
り
と

な
っ
た
。

　
神
奈
川
協
会
か
ら
は
入
澤
委

員
長
が
報
告
。
２
０
１
２
年
度

講師を務めた金沢区三師会
副会長の堀川壽代氏

支部研究会

強
化
に
伴
い
、
薬
学
的
に
確
認

す
る
こ
と
が
不
明
瞭
な
処
方
箋

（
例
　
用
法
用
量
、重
複
投
与
、

使
用
制
限
、
処
方
日
数
等
の
疑

い
）
に
対
し
、
薬
剤
師
か
ら
医

師
へ
疑
義
照
会
が
増
加
す
る
傾

向
に
あ
る
が
、
先
生
方
に
は
ご

協
力
を
お
願
い
し
た
い
」
と
付

け
加
え
た
。

通
り
』、『
適
宜
使
用
』
等
、
使

用
や
服
用
の
実
態
の
把
握
が
難

し
い
表
現
の
場
合
、
処
方
元
の

医
師
に
確
認
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
、
詳
細
を
記
入
し
て
ほ
し

い
」
と
神
奈
川
県
薬
剤
師
会
が

作
成
し
た
「
院
外
処
方
せ
ん
の

正
し
い
書
き
方
」を
提
示
し
た
。

　
氏
は
最
後
に
、「
審
査
体
制
の

疑
義
照
会
へ
のご協

力
を

　
ま
た
、
氏
は
調
剤
す
る
薬
剤

師
の
立
場
か
ら
、「
薬
剤
師
に
は

剤
形
の
加
工
に
関
し
て
ル
ー
ル

が
あ
る
こ
と
」、「
処
方
箋
の
用

法
が
未
記
入
で
あ
る
場
合
や
、

『
用
法
口
授
』、『
医
師
の
指
示

：

：

：

：

：

全
国
的
に
指
導
強
化
・
不
透
明
化

：


